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行
政
不
服
審
査
法

第
二
節
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
（
前
号
に
続
く
）

　
（
審
査
請
求
期
間
）

第
十
四
条
　
審
査
請
求
は
、
処
分
が
あ

　
つ
た
こ
と
を
知
っ
た
翌
日
か
ら
起
算

　
し
て
六
十
日
以
内
（
当
該
処
分
に
つ

　
い
て
異
議
申
立
て
を
し
た
と
き
は
、

　
当
該
異
議
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定

　
が
あ
っ
こ
た
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日

　
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
）
に
、

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

　
天
災
そ
の
他
審
査
請
求
を
し
な
か
っ

　
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
え
な
い
理

　
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

　
い
。
2
　
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る

　
審
査
請
求
は
、
そ
の
理
由
が
や
ん
だ

　
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
週
間
以

　
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
審
査
請
求
は
、
処
分
（
当
該
処
分

　
に
つ
い
て
異
議
申
立
て
を
し
た
と
き

　
は
、
当
該
異
議
申
立
て
に
つ
い
て
の

　
決
定
）
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て

　
一
年
夏
経
過
し
た
と
き
は
、
す
る
こ

　
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
正
当
な

　
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

　
な
い
。

4
　
審
査
請
求
書
を
郵
便
で
提
出
し
た

　
場
合
に
お
け
る
審
査
請
求
期
間
の
計

　
算
に
つ
い
て
は
、
郵
送
に
要
し
た
目

　
数
は
、
算
入
し
な
い
。

　
（
審
査
請
求
書
の
記
載
事
項
）

第
十
五
条
　
審
査
請
求
書
に
は
、
次
の

　
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
審
査
請
求
人
の
氏
名
及
び
年
令

　
又
は
名
称
並
び
に
住
所

　
二
　
審
査
請
求
に
係
る
処
分

　
三
　
審
査
請
求
に
係
る
処
分
が
あ
っ

　
た
こ
と
を
知
っ
た
年
月
日

　
四
　
審
査
請
求
の
趣
旨
及
び
理
由

　
五
　
処
分
庁
の
教
示
の
有
無
及
び
そ

　
の
内
容

　
六
　
審
査
請
求
の
年
月
日

2
　
審
査
請
求
人
が
、
法
人
そ
の
他
の

　
社
団
若
し
く
は
財
団
で
あ
る
と
き
、

　
総
代
を
互
選
し
た
と
き
、
又
は
代
理

　
人
に
よ
っ
て
審
査
請
求
を
す
る
と
き

　
は
、
審
査
請
求
書
に
は
、
前
項
各
号

　
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
そ
の
代
表

　
者
若
し
く
は
管
理
人
、
総
代
又
は
代

　
理
人
の
氏
名
及
び
住
所
を
記
載
し
な

　
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

3
審
査
請
求
書
に
は
、
前
二
項
に
規

　
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
第
二
十
条
第

　
二
号
の
規
定
に
よ
り
異
議
申
立
て
に

　
つ
い
て
の
決
定
を
経
な
い
で
審
査
請

　
求
を
す
る
場
合
に
は
、
異
議
申
立
て

　
を
し
た
年
月
日
を
、
同
条
第
三
号
の

　
規
定
に
よ
り
異
議
申
立
て
に
つ
い
て

　
の
決
定
を
経
な
い
で
審
査
請
求
を
す

　
る
場
合
に
は
、
そ
の
決
定
を
経
な
い

　
こ
と
に
つ
い
て
の
正
当
な
理
由
を
記

　
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
審
査
請
求
書
に
は
、
審
査
請
求
人

　
（
審
査
請
求
人
が
法
人
そ
の
他
の
社

　
団
又
は
財
団
で
あ
る
と
き
は
代
表
者

　
又
は
管
理
人
、
総
代
を
互
選
し
た
と

　
き
は
総
代
、
代
理
人
に
よ
っ
て
審
査

　
請
求
を
す
る
と
き
は
代
理
人
）
が
押

　
印
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
（
口
頭
に
よ
る
審
査
請
求
）

第
十
六
条
　
口
頭
で
審
査
請
求
を
す
る

　
場
合
に
は
、
前
条
第
一
項
か
ら
第
三

　
項
ま
で
に
規
定
す
る
事
項
を
陳
述
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

　
お
い
て
は
、
陳
述
を
受
け
た
行
政
庁

　
は
、
そ
の
陳
述
の
内
容
を
録
取
し
、

　
こ
れ
を
陳
述
人
に
読
み
聞
か
せ
て
誤

　
り
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
陳
述
人

　
に
押
印
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
処
分
庁
経
由
に
よ
る
審
査
請
求
）

第
十
七
条
　
審
査
請
求
は
、
処
分
庁
を

　
経
由
し
て
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ

　
の
場
合
に
は
、
処
分
庁
に
審
査
請
求

　
書
を
提
出
し
、
又
は
処
分
庁
に
対
し

　
第
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

　
に
規
定
す
る
事
項
を
陳
述
す
る
も
の

　
と
す
る
。

2
　
前
項
の
場
合
に
は
、
処
分
庁
は
、

　
直
ち
に
、
審
査
請
求
書
の
正
本
又
は

　
審
査
請
求
録
取
書
（
前
条
後
段
の
規

　
定
に
よ
り
陳
述
の
内
容
を
録
取
し
た

　
書
面
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
審

　
査
庁
に
送
付
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い

3
　
第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
審
査
請

　
求
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
処
分

　
庁
に
審
査
請
求
書
を
提
出
し
、
又
は

　
処
分
庁
に
対
し
当
該
事
項
を
陳
述
し

　
た
時
に
、
審
査
請
求
が
あ
っ
た
も
の

　
と
み
な
す
。

　
（
誤
っ
た
教
示
を
し
た
場
合
の
救
済
）

第
十
八
条
　
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
処
分
（
異
議
申
立
て
を
す
る

　
こ
と
も
で
き
る
処
分
を
除
く
。
）
に

　
つ
き
、
処
分
庁
が
誤
っ
て
審
査
庁
で

　
な
い
行
政
庁
を
審
査
庁
と
し
て
教
示

　
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
教
示
さ

　
れ
た
行
政
庁
に
書
面
で
審
査
請
求
が

　
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
行
政
庁
は
、

　
す
み
や
か
に
、
審
査
請
求
書
の
正
本

　
及
び
副
本
を
処
分
庁
又
は
審
査
庁
に

　
送
付
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
審
査
請
求

　
人
に
通
知
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
庁
に
審

　
査
請
求
書
の
正
本
及
び
副
本
が
送
付

　
さ
れ
た
と
き
は
、
処
分
庁
は
す
み
や

　
か
に
、
そ
の
正
本
を
審
査
庁
に
送
付

、
冨
　
引

r

　
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
審
査
請
求
人

　
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
第
一
項
の
処
分
に
つ
き
、
処
分
庁

　
が
誤
っ
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
旨
を
教
示
し
た
場
合
に
お

　
い
て
、
当
該
処
分
庁
に
異
議
申
立
て

　
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
処
分
庁
は
、

　
す
み
や
か
に
、
異
議
申
立
録
取
書
（

　
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第

　
十
六
条
後
段
の
規
定
に
よ
り
陳
述
の

　
内
容
を
録
取
し
た
書
面
を
い
う
。
以

　
下
同
じ
。
）
を
審
査
庁
に
送
付
し
、

　
か
つ
、
そ
の
旨
を
異
議
申
立
人
に
通

　
楽
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
請
求

　
書
の
正
本
又
は
異
議
申
立
書
若
し
く

　
は
異
議
申
立
録
取
書
が
審
査
庁
に
送

　
付
さ
れ
た
と
き
は
、
は
じ
め
か
ら
審

　
査
庁
に
審
査
請
求
が
な
さ
れ
た
も
の

　
と
み
な
す
。

第
十
九
条
　
処
分
庁
が
誤
っ
て
法
定
の

　
期
間
よ
り
も
長
い
期
間
を
審
査
請
求

　
期
間
と
し
て
教
示
し
た
場
合
に
お
い

　
て
、
そ
の
教
示
さ
れ
た
期
間
内
に
審

　
査
請
求
が
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
審

　
査
請
求
は
、
法
定
の
審
査
請
求
期
間

　
内
に
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

　
（
異
議
申
立
て
の
前
置
）
．

第
二
十
条
　
審
査
請
求
は
、
当
該
処
分

　
に
つ
き
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
と
き
は
、
異
議
申
立
て
に
つ

　
い
て
の
法
定
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば

　
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は

　
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
処
分
庁
が
、
当
該
処
分
に
つ
き

　
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
旨
を
教
示
し
な
か
っ
た
と
き
。

　
二
　
当
該
処
分
に
つ
き
異
議
申
立
て

　
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三

　
箇
月
を
経
過
し
て
も
、
処
分
庁
が
当

　
該
異
議
申
立
て
に
つ
き
決
定
を
し
な

　
い
と
き
。

　
三
　
そ
の
他
異
議
申
立
て
に
つ
い
て

　
の
決
定
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当

　
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

　
　
（
補
正
）

第
二
十
一
条
　
審
査
請
求
が
不
適
法
で

　
あ
っ
て
補
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

　
の
で
あ
る
と
き
は
、
審
査
庁
は
、
相

　
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を

　
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
弁
明
書
の
提
出
）

第
二
十
二
条
　
審
査
庁
は
、
審
査
請
求

　
を
受
理
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
書

　
の
副
本
又
は
審
査
請
求
録
取
書
の
写

　
し
を
処
分
庁
に
送
付
し
、
相
当
の
期

　
間
を
定
め
て
、
弁
明
書
の
提
出
を
求

　
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
弁
明
書
は
、
正
副
二
通
を
提
出
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
処
分
庁
か
ら
弁
明
書
の
提
出
が
あ

　
つ
た
と
き
は
、
審
査
庁
は
、
そ
の
副

　
本
を
審
査
請
求
人
に
送
付
し
な
け
れ

　
ぽ
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
審
査
請
求

　
の
全
部
を
容
認
す
べ
き
と
き
は
、
こ

　
の
限
り
で
な
い
。

　
（
反
論
書
の
提
出
）

第
二
十
三
条
　
審
査
請
求
人
は
、
弁
明

　
書
の
副
本
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は

　
こ
れ
に
対
す
る
反
論
書
を
提
出
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

　
て
、
審
査
庁
が
、
反
論
書
を
提
出
す

　
べ
き
相
当
の
期
間
を
定
め
た
と
き
は

　
そ
の
期
間
内
に
こ
れ
を
提
出
し
な
け

　
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
（
参
加
人
）

第
二
十
四
条
　
利
害
関
係
人
は
、
審
査

　
庁
の
許
可
を
得
て
、
参
加
人
と
し
て

　
当
該
審
査
請
求
に
参
加
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

2
　
審
査
庁
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

　
る
と
き
は
、
利
害
関
係
人
に
対
し
、

　
参
加
人
と
し
て
当
該
審
査
請
求
に
参

加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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i
激
戦
の
地
、
沖
縄
i

　
　
〃
れ
い
め
い
の
塔
”
に
お
い
て

全
仏
主
催
の
慰
霊
祭
執
行

　
沖
縄
戦
終
結
十
七
周
年
戦
没
者
慰
霊

祭
が
、
日
本
、
琉
球
両
政
府
協
賛
援
助

の
下
に
南
方
同
胞
援
護
会
、
日
本
遺
族

会
等
の
共
催
で
、
昨
年
十
一
月
二
十
五

日
琉
球
大
学
体
育
館
で
行
な
わ
れ
、
主

催
者
の
要
請
に
よ
り
、
全
日
本
仏
教
会

代
表
と
し
て
東
本
願
寺
極
寒
大
谷
暢
順

師
、
清
子
禽
竜
同
寺
参
務
、
柳
全
仏
国
際

部
長
が
参
列
し
た
こ
と
は
前
号
で
報
じ

た
が
、
一
行
は
翌
二
十
六
日
、
早
朝
よ

り
日
本
遺
族
会
代
表
団
重
字
名
と
バ
ス

三
台
で
各
戦
跡
地
を
巡
拝
読
経
し
、
最

後
に
午
后
三
時
か
ら
最
大
の
激
戦
地
と

れいめいの塔の除幕式のもよう

し
て
当
時
の
軍
司
令
官
牛
島
大
将
以
下

血
涙
を
も
っ
て
自
決
さ
れ
た
れ
い
め
い

の
塔
に
お
い
て
、
全
仏
主
催
、
東
本
願

寺
、
沖
縄
仏
教
会
協
賛
の
下
に
大
慰
霊

祭
が
盛
大
に
行
な
わ
れ
た
。

　
当
日
は
今
回
日
本
政
府
の
手
に
よ
っ
「

て
、
新
し
く
改
修
さ
れ
、
立
派
に
完
成
【

し
た
風
光
明
媚
な
山
上
に
お
い
て
吉
田

さ
　
る

茂
元
総
理
の
題
字
に
よ
る
、
　
〃
れ
い
め

い
の
塔
”
前
に
琉
球
政
府
主
席
、
立
法

院
議
長
、
大
浜
同
援
会
長
日
本
の
遺
族

代
表
等
二
百
余
名
が
参
列
し
、
夫
々
代

表
の
追
悼
に
引
き
つ
ゴ
き
焼
香
が
な
さ

れ
た
。

　
式
は
最
初
除
幕
式
に
引
き
つ
ゴ
き
、

大
谷
暢
順
代
表
導
師
の
も
と
に
、
沖
縄

仏
教
各
自
寺
院
が
出
任
し
て
厳
粛
裡
に

追
悼
法
要
が
執
行
さ
れ
、
は
る
ば
る
日

本
か
ら
参
列
し
た
遺
族
も
涙
を
流
し
、

こ
れ
で
肉
親
が
救
わ
れ
た
と
喜
び
合
い

感
激
の
慰
霊
祭
は
午
后
五
時
終
了
し
た

　
な
お
沖
縄
派
遣
仏
教
代
表
の
滞
在
中

の
行
動
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

琉大体育館における慰霊祭場で焼香
する沖縄の遺族達

　
談
ず
る
Q

〃
　
　
廿
四
日
　
大
田
政
作
琉
球
政
府

　
行
政
主
席
、
長
嶺
秋
夫
立
法
院
議
長

　
シ
ャ
ノ
ン
米
民
政
府
首
席
民
政
官
を

　
訪
問
す
。

－
－
　
　
廿
五
日
　
午
前
中
中
部
戦
跡
巡

　
拝
読
経
。
午
后
二
時
琉
球
大
学
体
育

　
館
に
お
け
る
沖
縄
戦
終
結
十
七
周
年

　
戦
没
者
慰
霊
祭
（
既
報
）
に
全
廃
代

　
表
と
し
て
出
席
読
経
を
な
す
。
夜
は

　
日
本
、
沖
縄
両
遺
族
会
主
催
の
歓
迎

　
会
に
出
席
。

〃
　
　
廿
六
日
　
日
本
遺
族
会
代
表
九

　
十
七
名
と
共
に
バ
ス
で
北
部
戦
跡
を

　
巡
拝
読
経
を
な
す
。
午
后
三
時
よ
り

　
「
れ
い
め
い
の
塔
」
除
幕
式
に
参
列

　
（
主
催
南
援
）
。
同
四
時
よ
り
全
編

　
主
催
、
沖
縄
糊
地
協
賛
の
慰
霊
祭
を

　
執
行
す
る
。
　
（
別
掲
）

　
　
　
廿
七
日
　
午
前
中
、
米
高
等
官

　
務
官
キ
ャ
ラ
ウ
ェ
ー
中
将
を
訪
問
し

　
懇
談
。
午
后
沖
縄
刑
務
所
で
収
容
者

　
五
一
四
名
全
員
を
前
に
し
て
特
別
講

演
を
な
す
。
夜
は
沖
縄
仏
連
と
の
懇

談
会
に
出
席
す
。

－
－
　
　
廿
八
日
～
廿
九
日
　
琉
球
大
学

を
は
じ
め
各
施
設
を
訪
問
、
そ
の
他

宗
教
、
教
育
、
社
会
事
業
施
設
等
を

視
察
。

　
　
冊
日
　
午
后
六
時
福
岡
板
付
空

港
着
の
日
航
機
に
て
帰
国
。

＋
一
月
廿
三
日
午
前
八
時
羽
田
出
発
付
を
依
頼
さ
る
・

　
ノ
ー
ス
ウ
エ
ス
ト
機
で
出
発
し
、
正
｝
　
な
お
沖
仏
関
係
者
と
の
懇
談
会
で
は

殉
総
雛
繋
誰
響
鱗
漁
礁
講
灘

沖
縄
仏
教
会
か
ら
の
要
望

O
沖
縄
訪
問
の
仏
教
各
宗
派
、
団
体
は

総
べ
て
沖
縄
仏
教
会
を
通
じ
て
接
渉
さ

れ
た
い
。
O
仏
教
図
書
セ
ン
タ
ー
を
建

設
予
定
に
つ
き
寄
贈
書
の
協
力
方
を
依

頼
さ
る
。
O
全
仏
に
加
盟
の
意
向
が
有

る
こ
と
。
O
宗
教
法
人
関
係
資
料
の
送

ぞ

　
　
一
福
岡
だ
よ
り
1

　
　
　
九
州
大
一
あ
れ
こ
れ

　
　
い
よ
い
よ
近
ま
っ
た
第
十
一
回
全
日

本
仏
教
徒
会
議
九
州
大
会
は
、
聖
徳
太

　
子
生
誕
一
三
九
〇
年
を
記
念
し
て
と
云

う
中
心
命
題
に
ふ
さ
わ
し
く
、
六
月
三

　
日
第
一
日
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
第
一
日
の
聖
徳
太
子
奉
讃
行
事
に
は

文
化
人
の
協
力
が
目
立
っ
て
、
そ
の
日

　
の
盛
観
が
今
か
ら
予
想
さ
れ
て
い
る
。

詳
し
く
は
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
完
成
と

共
に
発
表
さ
れ
る
は
つ
。
な
お
記
念
講

演
と
し
て
、
東
本
願
寺
新
門
主
の
大
谷

光
紹
師
が
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も

新
時
代
感
覚
に
期
待
さ
れ
る
何
物
か
が

わ
く
よ
う
で
あ
る
。

　
ま
た
各
界
に
聞
く
に
代
っ
て
、
体
協

会
長
で
あ
り
文
化
人
で
あ
る
石
井
光
次

郎
氏
、
実
業
界
代
表
の
出
光
佐
三
氏
共

に
福
岡
県
出
身
の
両
氏
の
こ
と
ば
に
は

大
き
な
期
待
が
も
た
れ
て
い
る
。

　
と
ま
れ
既
催
十
回
の
大
会
に
な
い
顕

宗
本
山
別
院
の
現
場
に
な
い
、
こ
の
度

の
大
会
に
つ
い
て
は
最
初
か
ら
何
と
も

心
も
と
な
い
も
の
が
有
っ
た
が
、
西
本

願
寺
会
館
に
そ
の
準
備
事
務
局
が
設
け

ら
れ
て
以
来
、
本
願
寺
福
岡
教
区
内
の

組
長
会
の
協
力
申
合
せ
ま
で
成
さ
れ
て

北
島
隆
啓
所
長
は
じ
め
、
中
村
文
人
賛

事
の
ゆ
き
わ
た
っ
た
事
務
運
営
戸
田
和

子
主
事
の
明
快
さ
と
、
会
館
全
員
の
総

協
力
態
勢
は
、
何
よ
り
も
た
の
も
し
い

限
り
で
あ
る
。
そ
こ
に
阿
理
灯
議
長
の

卒
先
垂
範
の
実
践
が
華
々
し
い
。
旧
ろ

う
十
二
月
十
日
、
十
二
日
の
全
盤
狩
野

組
織
局
長
、
吉
井
同
部
長
の
来
福
を
機

に
、
大
体
の
構
想
は
決
め
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
全
日
仏
婦
、
全
日
仏
青
に
つ
い

て
の
こ
と
は
、
一
月
二
十
二
日
仏
骨
、
仏

青
の
船
口
、
仲
田
両
代
表
者
の
来
福
を

中
心
に
、
県
内
各
宗
派
の
仏
婦
、
仏
青

推
せ
ん
代
表
に
よ
っ
て
、
最
終
の
決
定

版
が
打
ち
出
さ
れ
る
事
に
な
っ
て
い

る
。
ま
た
九
州
大
会
の
名
に
ふ
さ
わ
し

く
、
全
九
州
各
県
に
亘
っ
て
一
月
二
十

日
か
ら
本
願
寺
北
島
福
岡
教
区
教
務
所

長
と
、
蒲
池
県
仏
連
会
長
と
は
相
携
え

て
巡
回
相
談
し
、
そ
の
協
力
を
求
め
る

予
定
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
二
月
一
日

置
、
県
内
構
宗
派
教
務
所
長
、
各
市
郡

仏
会
長
、
役
員
、
県
仏
役
員
の
合
同
会

議
が
も
た
れ
る
事
に
な
っ
て
い
る
。

　
な
お
今
次
大
会
に
は
何
と
し
て
も
、

夢
の
国
、
火
の
国
、
詩
の
国
の
情
熱
に
溢

る
る
A
B
C
D
の
観
光
は
見
逃
せ
ぬ
大

附
録
で
あ
る
。
A
B
の
ニ
コ
ー
ス
は
福

博
近
郊
の
史
蹟
観
光
が
、
数
時
間
な
さ

る
x
も
の
の
、
C
D
の
三
泊
四
目
又
は

六
泊
七
目
の
観
光
ル
ー
ト
は
凡
ら
く
今

次
大
会
の
圧
巻
と
し
て
、
西
鉄
が
特
に

入
念
な
観
光
ス
ケ
ヂ
ュ
ー
ル
を
組
ん
で

参
加
者
の
満
足
を
と
、
懸
命
の
誠
意
を

つ
く
し
て
い
る
事
に
つ
い
て
は
、
参
会

者
一
同
の
特
別
関
心
を
喚
起
し
た
い
。

宿
泊
接
待
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
ま
た
文
化
人
特
別
協
力
の
顕
れ
と
し

て
、
宗
教
美
術
展
の
開
催
も
し
き
り
に

噂
さ
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
九
州
大
会
準
備
事
務
局
）

　
沖
縄
へ
仏
教
書
寄
贈
に
つ
き
協
力
を

　
既
報
の
通
り
沖
縄
仏
教
界
で
は
、
布

教
資
料
、
各
種
仏
教
書
の
送
付
方
に
つ

い
て
灘
酒
あ
て
に
要
請
し
て
来
て
い
る

が
、
こ
れ
を
本
誌
上
で
知
っ
た
鈴
木
錬

成
師
（
宮
城
県
女
川
町
妙
照
寺
住
職
）

は
、
早
速
自
著
（
ビ
ル
マ
の
墓
標
）
十

八
冊
を
送
っ
て
来
た
。

　
な
お
沖
縄
仏
教
界
に
は
、
妙
心
寺
派

（
八
）
、
東
寺
派
（
六
）
、
本
派

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
、
大

派
（
一
）
、
高
野
山
（
一
）
、
日
蓮
宗
（
一
）

計
十
八
ケ
寺
が
有
り
沖
仏
に
加
盟
し
て

い
る
が
、
他
に
日
蓮
正
宗
、
創
価
学
会

会
館
各
一
が
あ
る
こ
と
が
断
路
代
表
に

よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
た
。

＿　　橘も
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◎
真
宗
大
谷
派
「
同
朋
手
帖
」
を
制

　
定
　
真
宗
大
谷
派
で
は
、
既
報
の
よ
う

に
七
月
以
来
教
団
の
再
編
成
を
め
ざ

し
て
同
朋
教
団
の
確
立
に
あ
た
っ
て

い
る
が
、
こ
の
程
そ
の
促
進
の
た
め

に
、
「
同
朋
秘
隠
」
を
制
定
し
、
同

朋
会
員
資
格
者
に
手
渡
す
こ
と
と
な

っ
た
。
　
（
以
下
省
略
）

◎
西
本
願
寺
教
学
助
成
財
団
で
留
学

　
生
派
遣
も
計
画
　
争

　
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
教
学
助
成
財

団
は
、
大
遠
忌
の
記
念
事
業
と
し
て

五
億
円
を
基
金
に
設
け
ら
れ
、
末
寺

住
職
ら
の
教
化
活
動
や
末
寺
々
院
の

スーユ詩界教仏

を
め
ざ
し
て
、

ナ
ル
グ
活
動
を
続
け
て
い
る
が
、

に
、
宗
門
の
刷
新
、

再
検
討
を
加
え
る
為
、

合
企
画
審
議
会
L
を
設
け
る
事
に
し

た
。
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
僧
侶

宗
会
議
員
、
門
徒
宗
会
議
員
、
総
長

経
歴
者
、
学
識
経
験
者
、
教
務
所
長

輪
番
等
か
ら
選
ば
れ
た
冊
四
面
で
構

成
さ
れ
る
。

◎
真
宗
仏
光
寺
派
の
株
式
会
社
設
立

教
化
施
設
へ
の
助
成
、

末
寺
子
弟
ら
の
育
英
奨

学
の
助
成
な
ど
、
さ
き

に
そ
の
細
則
を
決
あ
た

が
、
こ
の
程
教
学
研
究

に
対
し
て
も
助
成
す
る

事
と
し
、
今
年
度
か
ら

海
外
留
学
助
成
（
一
名
）

と
し
て
百
万
円
給
付
す

る
事
と
な
っ
た
。

◎
西
本
願
寺
が
綜
合
企

　
画
審
議
会
設
置

　
浄
土
真
宗
本
願
寺
派

で
は
、
檀
信
徒
の
再
編

　
末
寺
相
談
員
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
更

　
　
　
体
質
の
改
善
に

　
　
　
　
こ
の
程
「
綜

　
か
ね
て
か
ら
準
備
が
進
め
ら
れ
て

い
た
真
宗
仏
光
寺
派
の
光
陽
振
興
株

式
会
社
が
、
十
二
月
十
日
設
立
総
会

を
開
き
、
年
末
か
ら
営
業
を
開
始
す

る
事
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
当
面
、
本

山
仏
光
寺
の
境
内
地
を
利
用
し
て
、

貸
ガ
レ
ー
ジ
を
設
け
、
そ
の
収
益
で

本
山
の
活
動
に
資
そ
う
と
す
る
も
の

◎
智
山
烏
年
会
誕
生

　
真
言
宗
智
山
派
の
「
智
山
住
年
会
」

が
十
一
月
三
十
日
東
京
出
張
所
に
お

い
て
結
成
発
会
し
た
。
組
織
は
連
合

体
で
、
事
務
所
を
東
京
に
置
く
。

◎
曹
洞
宗
で
英
文
の
曹
洞
禅
手
引
書

　
曹
洞
宗
々
務
庁
で
は
こ
の
程
、
次

の
様
な
英
文
の
曹
洞
禅
手
引
書
二
冊

子
発
行
し
た

㊥
．
．
〉
留
。
『
仲
ζ
き
§
一
。
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Q
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◎
北
米
日
蓮
仏
教
団
大
会

　
今
年
は
シ
ャ
ト
ル
日
蓮
仏
教
会
で

催
さ
れ
八
月
遅
～
五
日
の
三
日
間
、

開
教
師
会
議
、
信
徒
代
表
者
会
議
、

連
合
壮
年
密
々
議
に
、
今
回
か
ら
新

た
に
婦
人
会
代
表
も
加
わ
り
、
約
三

百
名
が
参
集
し
、
開
催
さ
れ
た
。

◎
日
蓮
宗
の
伊
豆
大
島
布
教

　
伊
豆
七
島
を
管
内
に
か
か
え
て
い

る
日
蓮
宗
東
京
東
部
宗
務
所
で
は
、

地
元
側
の
要
請
に
答
え
、
十
一
月
四

～
七
日
の
四
日
間
、
沖
宗
務
所
長
ら

十
二
名
の
布
教
隊
を
編
成
し
て
布
教

を
展
開
し
た
。
そ
の
布
教
内
容
は
、

①
紙
芝
居
、
②
ス
ラ
イ
ド
、
⑧
ア
コ

ー
デ
オ
ン
に
よ
る
宗
歌
指
導
お
よ
び

音
楽
、
④
人
形
劇
、
⑤
法
話
な
ど
と

　
い
っ
た
も
の
で
、
こ
う
し
た
レ
ク
リ

　
エ
ー
シ
ョ
ソ
的
要
素
を
加
味
し
た
も

の
で
あ
っ
た
が
、
更
に
こ
れ
に
修
法

師
に
よ
る
法
楽
祈
祷
が
加
え
ら
れ
、

こ
の
布
教
、
修
法
の
合
同
布
教
が
効

果
的
で
あ
っ
た
ら
し
い
◎

◎
浄
土
宗
制
研
究
会
結
成

　
さ
き
に
合
同
し
て
で
き
た
新
し
い

浄
土
宗
に
新
時
代
の
活
を
入
れ
よ
う

と
し
て
動
い
て
い
た
「
浄
土
宗
制
研

究
会
」
が
、
十
一
月
二
十
一
日
京
都

寺
町
聖
光
寺
に
於
い
て
結
成
式
を
あ

げ
た
。
事
務
所
を
京
都
聖
光
寺
内
に

置
き
、
会
員
の
資
格
は
浄
土
宗
議
会

議
員
の
有
志
と
さ
れ
て
い
る
。
発
会

式
に
は
一
〇
画
名
の
議
員
中
七
二
名

の
入
会
申
込
み
が
あ
っ
た
と
い
う
。

◎
大
阪
市
仏
教
会
で
デ
ー
・
セ
ン
タ

　
一
開
設

　
大
阪
市
で
は
昭
和
三
十
五
年
九
月

以
来
、
市
仏
教
会
と
提
携
し
て
青
少

年
の
た
あ
の
地
域
文
化
セ
ン
タ
ー
の

開
放
を
目
的
に
、
懸
仏
教
会
の
寺
院

ユ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
の
自
発
的
解
放
を

呼
び
か
け
、
す
で
に
今
日
ま
で
約
百

七
十
ケ
寺
が
ユ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
と
な

っ
て
い
る
が
、
今
月
か
ら
更
に
市
内

老
人
の
た
め
の
「
デ
ー
．
セ
ン
タ
ー
」

を
開
設
す
る
事
を
市
仏
教
会
で
決
め

た
。
こ
れ
は
市
内
の
「
老
人
ク
ラ
ブ
」

と
も
連
携
し
て
運
営
し
、
老
人
の
憩

い
の
場
を
提
供
し
精
神
的
な
安
定
を

与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
毎
週
一

回
の
寺
院
開
放
の
際
に
は
布
教
活
動

，
も
行
な
う
事
と
し
て
い
る
。

◎
岐
阜
市
内
の
浄
土
真
宗
本
願
寺
派

　
十
七
ケ
寺
の
住
職
が
発
起
人
と
な

り
、
来
春
四
月
開
校
を
め
ざ
し
て
、

岐
阜
市
に
「
聖
徳
学
園
岐
阜
南
高
校

」
を
設
立
す
る
事
に
な
っ
た
。
岐
阜

地
方
の
仏
教
系
の
も
の
で
は
初
め
て

で
あ
る
。

シ
ッ
キ
ム
王
室
よ
り
正
式
招
待

　
　
ナ
ム
ギ
ヤ
ル
王
子
の
結
婚
式
へ

　
　
こ
の
ほ
ど
、
シ
ッ
キ
ム
王
室
よ
り
同

　
国
王
子
G
・
P
・
T
・
ナ
ム
ギ
ヤ
ル
氏

　
と
、
在
米
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ホ
ー
プ
．

　
ク
ー
ク
嬢
の
結
婚
披
露
宴
の
正
式
招
待

　
状
が
全
話
あ
て
に
送
ら
れ
て
来
た
。
期

　
日
は
三
月
二
十
日
午
後
一
時
か
ら
で
、

　
場
所
は
シ
ッ
キ
ム
王
国
ガ
ン
ト
ク
市
の

　
王
宮
で
行
わ
れ
る
が
、
全
町
で
は
、
一

　
国
の
王
室
か
ら
こ
の
よ
う
な
正
式
招
待

　
を
う
け
る
こ
と
は
初
め
て
の
ケ
ー
ス
な

　
の
で
、
正
式
代
表
を
送
る
か
ど
う
か
目

　
下
検
討
し
て
い
る
。

　
一
－
訂
正
願
い
1
1

　
　
全
仏
通
信
一
月
号
の

　
一
、
八
頁
四
段
中
頃
「
第
四
条
　
行
政

　
　
庁
の
処
分
（
法
律
に
基
づ
く
処
分
を

　
　
除
く
。
）
に
…
…
を
「
第
四
条
行

　
　
政
庁
の
処
分
（
こ
の
法
律
に
基
づ
く

　
　
処
分
を
除
く
。
）
に
。

　
2
、
九
頁
二
段
中
頃
「
直
近
上
級
行
政

　
　
庁
に
同
項
」
を
「
直
近
上
級
行
政
庁

　
　
に
、
同
項
」
に
。

　
　
ま
た
松
本
徳
明
博
士
の
「
E
E
C
理

　
念
と
仏
教
」
の
中
に
も
、

　
　
1
、
三
頁
二
段
中
頃
「
フ
ル
シ
チ
ョ

　
　
　
フ
は
大
誤
算
を
お
か
し
た
こ
と
に

　
　
　
な
り
、
彼
に
と
っ
て
は
死
を
意
味

　
　
　
　
　
む
　
む

　
　
　
す
る
敗
化
で
あ
る
。
」
を
「
・
…
：

　
　
　
敗
北
…
…
。
」
と
す
る
。

　
　
2
、
四
頁
二
段
八
行
目
の
「
人
間
価

　
　
　
む
　
　
　
　
む

　
　
　
格
の
と
で
は
差
別
は
な
い
…
：
・
」

　
　
　
を
「
人
間
価
値
の
上
で
は
差
別
は

　
　
　
な
い
…
…
。
」
と
す
る
。

　
　
全
仏
通
信
号
外
（
一
月
十
九
日
発
行

　
）
の
九
頁
五
段
目
の
棄
却
「
公
訴
、
ま

　
た
は
上
訴
を
不
適
法
と
し
て
排
斥
す
る

　
場
合
を
い
う
」
を
、
　
「
事
件
の
実
体
に

　
　
つ
い
て
の
当
否
を
判
断
し
て
排
斥
す
る

　
場
合
を
い
う
」
と
す
る
。

霞
　
　
紙
上
よ
り
深
く
お
詑
び
致
し
ま
す
。

内
部
か
ら
見
た
噛

　
創
価
学
会

　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
政
秋
著

元
学
会
幹
部
の
告
白
！

　
　
　
定
価
　
一
部
三
十
五
円

　
　
　
申
込
み
は
野
仏
へ

創
価
学
会
批
判

編
者
国
羽
目
教
務
部

発
行
所
　
東
京
都
江
戸
川
区

　
　
　
　
一
之
江
四
ノ
十
三

　
　
　
　
　
真
世
界
社

定
価
　
一
部
百
三
十
円
送
共

申
込
み
は
二
仏
へ

第
七
回
　
講
習
会
紀
要

　
　
増
永
霊
鳳
、
篠
田
竜
雄
、
蓬

　
　
茨
祖
運
、
那
須
政
隆
、
石
川

　
　
泰
道
各
講
師
が
禅
、
念
仏
、

　
　
題
目
、
密
教
の
四
部
門
に
つ

　
　
い
て
夫
々
専
門
的
見
地
か
ら

　
　
講
述
し
た
布
教
家
必
見
の
書

　
　
定
価
　
一
部
百
三
十
円
送
共

　
　
申
込
み
は
全
仏
へ

　
竹
浪
正
義
総
長
逝
去

　
本
会
加
盟
の
真
言
宗
山
階
派
宗
務
総

長
、
同
派
大
本
山
勧
修
寺
執
行
長
で
あ

る
竹
浪
正
義
師
は
、
か
ね
て
か
ら
胃
ガ

ソ
治
療
中
の
と
こ
ろ
一
月
十
日
午
後
二

時
四
十
一
分
済
生
会
吹
田
病
院
で
逝
去

さ
れ
た
。
行
年
六
十
四
才
。

　
な
お
全
仏
で
は
直
ち
に
弔
電
を
送
り

冥
福
を
祈
っ
た
。


